
多摩区役所道路公園センター業務用車管理要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、「川崎市庁用自動車管理規則」（平成15年川崎市規則

第20号）（以下「自動車管理規則」という。）第3条第5号に定める多摩区

役所道路公園センター（以下「多摩区道路公園センター」という。）が所管

する業務用車として配置する軽自動車（以下「車両」という。）を適正に管

理し、安全かつ円滑に運用するための必要な事項を定めることを目的とする

。 

（車両の管理及び配車） 

第２条 車両の維持整備及び運行管理に関する業務は、多摩区道路公園センタ

ー管理課が所管する。 

２ 車両を運転する職員（以下「運転者」という。）の所属する多摩区道路公

園センター所長は、安全運転管理者とともに、運転者が交通関係法規を遵守

し、安全運転を行うよう指導監督を行う。 

（運転することができる者） 

第３条 車両を運転できる運転者は、自動車管理規則第3条第5項かっこ書き

に定める「業務用車を運転する職員に関する基準」に規定する職員のうち、

原則としてあらかじめ運転者登録書（第１号様式）に登録した者とする。 

２ 安全運転管理者は、毎年度当初に運転者に免許証の提示を求め、運転者が

適法に運転できる状態にあるかを確認するものとする。 

（運行の範囲） 

第４条 車両の運行範囲は、原則として多摩区管内とする。その他の地域へ運

行する場合は、多摩区道路公園センター管理課長の許可を受けるものとする

。 

（使用方法） 



第５条 車両を使用しようとする運転者は、配車予定表に予約を入れ、運転を

実施する前までに多摩区道路公園センター管理課長の許可を受けるものとす

る。 

（日常点検整備） 

第６条 車両が配車されている係の職員は、道路運送車両法第４７条の２の定

める日常点検整備を行い、その結果を運転日誌に記載しなければならない。 

２ 日常点検整備において、車両に異常が認められた場合は、直ちに安全運転

管理者にその内容を速やかに報告しなければならない。運転中に車両に異常

が認められた場合も同様とする。 

（安全運転及び整備清掃） 

第７条 運転者は、常に道路交通法を遵守し安全運転に努め、車両の保全に留

意するとともに、車両使用後は次の運転者の運転に支障がないよう整備清掃

を行った上で返却する。 

２ 運転者は、車両の燃料の残量が半分になった場合は、指定された給油所に

おいて給油し、常に燃料の残量が半分以下とならないように努める。 

（運転状況の報告） 

第８条 運転者は、車両使用後に、速やかに運転日誌に必要な事項を記入し、

これを翌日までに多摩区道路公園センター管理課車両担当に提出する。 

２ 運転日誌は、多摩区道路公園センター管理課長の決裁を受けたあと、多摩

区道路公園センター管理課で保管する。 

（事故等の報告義務） 

第９条 運転者は、車両の事故を認めた場合は、緊急時の対応を行った後、直

ちに多摩区道路公園センター管理課長に報告し、その指示に従う。また、報

告を受けた多摩区道路公園センター管理課長は、多摩区役所まちづくり推進

部総務課長及び建設緑政局総務部庶務課長に速やかに報告しなければならな



い。 

２ 交通事故の処理は、「川崎市庁用自動車事故の事務処理要綱」に基づき行

うものとする。 

（運転禁止） 

第１０条 運転者は、体調不良、二日酔い等運転に支障が出る恐れがある場合

は、運転をしてはならない。また、安全運転管理者は、運転者が正常な状態

で車両を運転できないと認められる場合は、車両の使用を禁止し、又は、制

限することができる。 

（使用の範囲） 

第１１条 運転者は、担当する業務を遂行する場合に車両を使用できるものと

し、使用目的以外にこれを使用してはならない。ただし、所属の急務、その

他安全運転管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

（その他） 

第１２条 その他必要な事項は、「川崎市庁用車自動車管理規則」及び「業務

用車を運転する職員に関する基準」による。 

２ この要綱に特に定めがない事項又は疑義が生じた事項については、多摩区

長がその都度関係者と協議して定めるものとする。 

附 則 

この要綱は、令和４年１月４日から施行する。 



運転日誌（業務用車　軽自動車） 車　番

※　運行前点検項目　①ハンドル　②ブレーキ　③タイヤ　④エンジン　⑤ウィンカー　⑥ホーン（クラクション）　⑦ライト　⑧ブレーキランプ　⑨燃料・オイル　⑩ドライブレコーダー

年　　月　　日 運行前点検 運転手名
行　　　　先
用　　　　途

使用時間 帰庁時メーター 出発時メーター 走行距離 給油 担当 係　長 課　長

1 令和　　年　　月　　日
□異常なし

□（　　　　　　　　　　　　）

　　時　　　分
～

　　時　　　分
㎞ ㎞ ㎞ ㍑

2 令和　　年　　月　　日
□異常なし

□（　　　　　　　　　　　　）

　　時　　　分
～

　　時　　　分
㎞ ㎞ ㎞ ㍑

3 令和　　年　　月　　日
□異常なし

□（　　　　　　　　　　　　）

　　時　　　分
～

　　時　　　分
㎞ ㎞ ㎞ ㍑

4 令和　　年　　月　　日
□異常なし

□（　　　　　　　　　　　　）

　　時　　　分
～

　　時　　　分
㎞ ㎞ ㎞ ㍑

5 令和　　年　　月　　日
□異常なし

□（　　　　　　　　　　　　）

　　時　　　分
～

　　時　　　分
㎞ ㎞ ㎞ ㍑

6 令和　　年　　月　　日
□異常なし

□（　　　　　　　　　　　　）

　　時　　　分
～

　　時　　　分
㎞ ㎞ ㎞ ㍑

7 令和　　年　　月　　日
□異常なし

□（　　　　　　　　　　　　）

　　時　　　分
～

　　時　　　分
㎞ ㎞ ㎞ ㍑

8 令和　　年　　月　　日
□異常なし

□（　　　　　　　　　　　　）

　　時　　　分
～

　　時　　　分
㎞ ㎞ ㎞ ㍑

9 令和　　年　　月　　日
□異常なし

□（　　　　　　　　　　　　）

　　時　　　分
～

　　時　　　分
㎞ ㎞ ㎞ ㍑

10 令和　　年　　月　　日
□異常なし

□（　　　　　　　　　　　　）

　　時　　　分
～

　　時　　　分
㎞ ㎞ ㎞ ㍑

同乗者名


